
（平成２３年６月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 17 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 29 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 17 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



千葉国民年金 事案 3628 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年 10 月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成２年 10 月 

    私は、平成２年 10 月に会社を退職後、厚生年金保険に再加入するま

での間は１日のみでも国民年金に加入して国民年金保険料を納付する必

要があることを知り、後日、私の妻が自分の分と一緒に国民年金の加入

手続を行い、申立期間の保険料を納付したはずであり、未納とされてい

ることが納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の妻が、申立期間に係る夫婦の国民年金の加入手続及

び国民年金保険料の納付をしていたと主張するところ、申立人の妻は、オ

ンライン記録において、平成２年 10 月 31 日付け第３号被保険者非該当及

び同年 11 月１日付け第３号被保険者該当がいずれも同年 12 月 11 日に処

理され、申立期間は第１号被保険者となっていることが確認できる上、申

立期間の保険料は納付済みと記録されている。 

   また、申立期間は１か月と短期間であり、申立人は厚生年金保険から国

民年金への切替手続を複数回適切に行い、申立期間を除き保険料の未納は

無い上、申立人の妻は保険料の未納が無く、申立人及び申立人の妻の納付

意識の高さが認められることから、申立期間の保険料は納付していたもの

と考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 3629 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年２月及び同年３月の国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年１月から 61 年６月まで 

             ② 昭和 62 年２月及び同年３月 

    私は、昭和 57 年 12 月末に会社を退職した後、国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料を納付していた記憶があるが、申立期間が未納と

なっているので年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、申立人は、昭和 62 年９月から国民年金保険料

の口座振替による納付を始めているが、それ以前の未納としていた同年４

月、同年７月及び同年８月の保険料を 63 年９月 28 日に過年度納付してい

ることから、同時点において 62 年４月以前の時効になっていない申立期

間②が未納となっているのは不自然である。 

   また、申立期間②の前後の期間は納付済みであり、申立期間②は２か月

と短期間であることを踏まえると、申立期間②の保険料は納付されていた

ものと考えるのが自然である。 

   一方、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は国民年

金被保険者台帳管理簿及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによ

り、昭和 61 年５月に払い出されたことが確認できることから、その時点

において 59 年３月以前は時効により保険料を納付することはできない上、

申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 62 年２月及び同年３月の国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



千葉国民年金 事案 3630 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年９月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年９月から同年 11 月まで 

    私は、平成元年８月から２年６月まで海外に留学していたので、この

間、国民年金保険料を納付することができなかったが、帰国後、いつの

分をどのように納付したか具体的なことはよく覚えていないものの、働

きながら手元にお金があるときに適宜納付していたはずであり、申立期

間が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金

保険料を全て納付しており、納付意識の高さがうかがえる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成２年７月１日に払い出さ

れた手帳記号番号の一つであることが確認できるところ、オンライン記録

によれば、申立期間直前の同年４月から同年８月までの保険料を同年７月

31 日及び同年８月 31 日に現年度納付し、元年７月から２年３月までの保

険料を同年８月７日にまとめて過年度納付しており、申立期間直後の同年

12 月から４年３月までの保険料は順次過年度納付していることが確認で

きることから、申立人の主張どおり、Ａ国より帰国後、未納期間の解消を

図ったことがうかがえる上、申立期間の保険料は現年度納付することが可

能であったことを考慮すると、申立期間の保険料は納付されていたものと

考えても特段不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

千葉国民年金 事案 3631 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年１月から同年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 45 年１月から 47 年３月まで 

    私の父は、国民年金制度開始時の昭和 36 年４月に、Ａ町役場（当

時）の窓口で私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料も納付し

てくれた。37 年１月に結婚してＢ市に転居した後も、国民年金の住所

変更手続を行う 39 年 11 月までは父が保険料を納付し、以降の期間は私

が納付していた。夫の仕事の関係で転勤が多く、転居前に納付できなか

った保険料は、遅れても必ず転居先で納付していたはずであり、申立期

間①及び②が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人が所持している国民年金手帳において、

申立期間①を含む昭和 37 年１月から 39 年３月までの期間の検認記録欄

には検認印が押されていないが、申立人は、37 年７月から 39 年３月まで

の期間の国民金保険料を過年度納付した領収証書を所持しており、オン

ライン記録において、申立期間①直後の 37 年４月から同年６月までの期

間の保険料も納付されていることが確認できる。 

   また、申立人は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月に国民年金に

加入し、結婚後も継続して加入している上、申立期間①及び②を除き保

険料の未納期間は無く、納付意識の高さがうかがえるところ、申立期間

①は３か月と短期間であり、前後の期間は納付済みであることを踏まえ

ると、申立期間①の保険料は納付していたものと考えるのが自然である。 

   一方、申立期間②については、申立人は、昭和 45 年４月にＢ市からＣ



 

市へ転居したと申述しているところ、申立人が所持する 41 年４月１日に

Ｂ市で発行された国民年金手帳において、昭和 44 年度の検認記録欄には

同年 12 月までの検認印が押されているが、45 年１月から同年３月までの

期間及び 45 年度の検認記録欄には検認印が押されておらず、Ｃ市への住

所変更が記載されていない上、Ｃ市で発行された国民年金手帳には、検

認記録の最初のページに手書きで 47 年度と記載されていることから、申

立人は、Ｂ市からＣ市への国民年金の住所変更手続を 47 年度以降に行っ

たことがうかがえる。 

   また、申立人が所持する納入通知書兼領収書により、申立期間②直後の

昭和 47 年４月から同年６月の保険料を 48 年１月 18 日に納付したことが

確認でき、同時点では、申立期間②のうち 45 年１月から同年９月までの

期間は、時効により保険料を納付することはできない。 

   さらに、申立期間②の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間②の保険料を納付していた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び

②のうち、昭和 37 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付して

いたものと認められる。 



 

千葉国民年金 事案 3632 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年４月から 46 年３月までの期間及び 48 年１月から同

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年４月から 46 年３月まで 

             ② 昭和 48 年１月から同年３月まで 

    私は、60 歳になったときに母から昭和 44 年４月頃に私の国民年金の

加入手続を行ってくれたこと、及び加入以降の国民年金保険料を納付し

てくれたことを聞いた。申立期間①及び②の保険料は母が納付している

はずなので、調査してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の任意加入者の資格取得日から、

昭和 44 年 12 月頃に払い出され、同時期に申立人の国民年金の加入手続が

行われたと推認でき、同時点において、申立期間①の国民年金保険料は現

年度納付が可能である上、オンライン記録において、申立期間①及び②の

間の期間の保険料は現年度納付されていることが確認できる。 

   また、保険料を納付していたとする申立人の母と同居していた申立人の

兄は、「当時、母から、弟の国民年金の加入手続を行い、Ａ（業種）で得

た収入で保険料を納付していると聞いたことがある。」と述べていること

から、申立人の母は保険料を納付する意思があり、申立人の国民年金の加

入手続を行ったことがうかがえる上、申立期間①は 24 か月と比較的短期

間、申立期間②は３か月と短期間であることを踏まえると、申立人の母が

申立期間①及び②の保険料を現年度納付していたと考えても特段不自然で

はない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び

②の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

千葉国民年金 事案 3633 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年３月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年３月 

    私は、20 歳から国民年金に加入しており、母が私を含めた家族４人

の国民年金保険料を納付していたのに、申立期間が未納とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳で国民年金に加入して以降、申立期間を除き、国民年

金加入期間に未納は無い上、申立人の国民年金保険料を納付していたとす

るその母は、加入当初を除き、60 歳までの保険料を納付しており、その

母の保険料の納付意識の高さが認められる。 

   また、申立期間は１か月と短期間であり、オンライン記録において、申

立期間前後の保険料は現年度納付していることが確認できることから、申

立期間の保険料も現年度納付していたものと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉厚生年金 事案 3643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平

成 18 年１月から 19 年８月までは 26 万円、同年９月から 20 年９月までは

28 万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定

に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の

12 万 6,000 円とされているが、申立人は、18 年５月１日から 19 年９月１

日までの期間及び同年 12 月１日から 20 年 10 月１日までの期間について、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、申立人の当該期間における標準報酬月額に係る

記録を 18 年５月は 30 万円、同年６月から同年７月までは 26 万円、同年

８月は 30 万円、同年９月から 19 年８月まで及び同年 12 月から 20 年９月

までは 26 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立人の平成 19 年８月８日、同年 12 月 18 日及び 20 年８月８日

に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされているが、申立人は、

当該期間に係る保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の当該期

間の標準賞与額に係る記録を 19 年８月８日は 21 万 3,000 円、同年 12 月

18 日は 23 万 4,000 円、20 年８月８日は 22 万 2,000 円とすることが必要

である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 



  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 18 年１月 23 日から 20 年 10 月１日まで 

             ② 平成 19 年８月８日 

             ③ 平成 19 年 12 月 18 日 

             ④ 平成 20 年８月８日 

    私は、平成 18 年１月 23 日からＡ社にＢ（職種）として常勤したが、

申立期間①については、報酬月額に相当する厚生年金保険料が控除され

ていたにもかかわらず、標準報酬月額が著しく低い金額になっている。

また、申立期間②、③及び④の賞与から保険料が控除されていたにもか

かわらず、厚生年金保険の標準賞与額の記録に反映されていないので訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の申立期間①における標準報酬月額については、オンライン記

録によれば、当初、12 万 6,000 円と記録されていたが、当該期間に係

る厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 11 月５

日に、18 年１月から 19 年８月までは 26 万円、同年９月から 20 年９月

までは 28 万円にそれぞれ訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正

後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額となって

いる。 

    しかし、申立人から提出された給与明細書により、申立期間①のうち

平成 18 年１月から同年４月までの期間及び 19 年９月から同年 11 月ま

での期間を除く期間において、社会保険事務所（当時）に届け出られて

いる標準報酬月額に基づく保険料よりも高い保険料を事業主により給与

から控除されていたことが確認できる。 

    一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方を認定するこ

ととなる。 

    したがって、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、給

与明細書により、平成 18 年５月は 30 万円、同年６月から同年７月まで

は 26 万円、同年８月は 30 万円、同年９月から 19 年８月まで及び同年

12 月から 20 年９月までは 26 万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、申立人の申立期間①について過少な標準報酬月額の届出を

社会保険事務所に対して提出したことを認めていることから、社会保険



事務所は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は当該保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

    一方、申立期間①のうち平成 18 年１月から同年４月までの期間につ

いては、給与明細書により、申立人は、給与から保険料が控除されてい

ないことが確認できることから、当該期間については、特例法による保

険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

    また、申立期間①のうち平成 19 年９月から同年 11 月までの期間につ

いては、給与明細書により、報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報

酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と同額であることが確認でき

ることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせん

は行わない。 

 

  ２ 申立期間②、③及び④の標準賞与額については、オンライン記録によ

れば、平成 22 年 11 月５日に届け出られているが、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の基礎とならない記録とされている。 

    しかし、申立人から提出された賞与明細書（平成 19 年８月、同年 12

月及び 20 年８月）により、申立人は、19 年８月８日は 21 万 3,000 円、

同年 12 月 18 日は 23 万 4,000 円、20 年８月８日は 22 万 2,000 円の標

準賞与額に見合う保険料を事業主により賞与から控除されていることが

認められる。 

    一方、特例法に基づき、標準賞与額を決定し、記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることか

ら、これらの標準賞与額のいずれか低い方を認定することとなる。 

    したがって、申立期間②、③及び④の標準賞与額については、賞与明

細書により、平成 19 年８月８日は 21 万 3,000 円、同年 12 月 18 日は

23 万 4,000 円、20 年８月８日は 22 万 2,000 円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、申立期間②、③及び④の標準賞与額の届出を行

っていなかったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人

に係る当該機関の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



千葉厚生年金 事案 3644 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を 22 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年２月４日から同年８月 15 日まで 

    私は、申立期間にＡ社でＢ（業務）を担当していた。当時の標準報酬

月額は 22 万円であるはずだが、18 万円となっていることに納得できな

いので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成４年８月 15 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いるところ、オンライン記録により、申立人の申立期間の標準報酬月額の

記録は、その 17 か月後の６年１月 10 日に 22 万円から 18 万円に遡って訂

正されていることが確認できる。 

   また、オンライン記録により、申立人と同様に平成６年１月 10 日付け

で減額訂正が行われている者が 25 人確認でき、そのうち、６人は資格取

得日まで遡って標準報酬月額が減額訂正されており、社会保険事務所にお

いて、このような処理を行うべき合理的な理由は見当たらない。 

   さらに、Ａ社は、閉鎖登記簿謄本により、平成４年８月 18 日にＣ地方

裁判所から破産宣告を受けており、上記遡及訂正は、破産宣告を受けた日

から 17 か月以上経過後のことであり、破産手続開始後は、社会保険事務

所への届出に必要な代表者印は破産管財人の管理下にあり、申立人が当該

遡及訂正に関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出たとおり、22 万円に訂正することが必要である。 



千葉厚生年金 事案 3645 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を 20万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 10月１日から４年３月 20日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間において標準報酬月

額が低く記録されているが、給与が下げられたことはないので事実と相

違しており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成４年６月 30 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、オンライン記録により、その約１か月後の同年

８月６日付けで、申立人の標準報酬月額が３年 10 月から４年２月までの

期間について 20 万円から 15 万円に遡及して訂正されていることが確認で

きる上、同日付けで標準報酬月額が遡及して訂正されている者は申立人を

含め５人存在しており、社会保険事務所において、このような処理を行う

べき合理的な理由は見当たらない。 

   また、当該事業所の閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本により、申

立人は役員ではないことが確認できる上、上記遡及訂正が行われた日には

既に当該事業所を退職し、次の勤務先で厚生年金保険被保険者資格を取得

していることから、申立人は当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関与して

いないと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、20万円に訂正することが必要である。 



千葉厚生年金 事案 3646 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を 36万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 10月１日から４年３月 20日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間において標準報酬月

額が低く記録されているが、給与が下げられたことはないので事実と相

違しており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成４年６月 30 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、オンライン記録により、その約１か月後の同年

８月６日付けで、申立人の標準報酬月額が３年 10 月から４年２月までの

期間について 36 万円から 26 万円に遡及して訂正されていることが確認で

きる上、同日付けで標準報酬月額が遡及して訂正されている者は申立人を

含め５人存在しており、社会保険事務所において、このような処理を行う

べき合理的な理由は見当たらない。 

   また、当該事業所の閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本により、申

立人は役員ではないことが確認できる上、上記遡及訂正が行われた日には

既に当該事業所を退職し、次の勤務先で厚生年金保険披保険者資格を取得

していることから、申立人は当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関与して

いないと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、36万円に訂正することが必要である。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3647 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成４年３月１日から５年 12 月１日までの標準報酬

月額について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額

は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立

人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を、４年３月から同年７月までは

26 万円、同年８月から５年３月までは 32 万円、同年４月から同年 11 月

までは 18 万円に、それぞれ訂正することが必要である。 

 また、申立人は、上記期間のうち、平成４年５月１日から同年８月１日

までの期間及び５年４月１日から同年８月１日までの期間については、そ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、４年５月から同年７月までは

30 万円、５年４月は 30 万円、同年５月から同年７月までは 32 万円に訂

正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る平成４年５月から同年７月までの期間及

び５年４月から同年７月までの期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬

月額（４年５月から同年７月までは 26 万円及び５年４月から同年７月ま

では 18 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年５月１日から５年 12 月１日まで 

私は、平成３年３月からＡ社に勤務し、同年５月分の給与から厚生

年金保険料を控除されていた。年金事務所の説明では、私の標準報酬月

額の記録が退職後に遡及して訂正されているとのことであるが、申立期

間に係る給与明細書を提出するので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録において、申立人の標準報酬月額は、Ａ社が休業を理



 

由に平成６年２月 18 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなったその

約１か月後の同年３月 31 日に、４年３月から同年７月までは 26 万円か

ら、同年８月から５年３月までは 32 万円から、同年４月から同年 11 月

までは 18 万円から、それぞれ 11 万 8,000 円に遡及訂正されていること

が確認できる。 

    また、当該事業所において、健康保険の整理番号が 62 人（重複付番

された４人を含む。）に対して付番されているが、オンライン記録によ

り、このうち 28 人は、申立人と同じく平成６年３月 31 日に標準報酬月

額が遡及して訂正されていることが確認でき、社会保険事務所がこのよ

うな処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

さらに、Ａ社の履歴事項全部証明書の役員欄において、申立人が役

員ではなかったことが確認できる上、申立人が勤務した同社Ｂ工場の元

工場長は、申立人の担当業務について、「工場でＣ（業務）を担当し、

Ｄ（作業）をしてもらった。社会保険関係の事務には、全く関与してい

なかった。」と供述している。 

加えて、当該事業所を管轄するＥ年金事務所の不納欠損整理簿によ

り、平成９年９月 30 日に時効が完成し、厚生年金保険料の滞納 205 万

9,074 円の不納欠損整理の決議（所属年度：平成５年度）が行われたこ

とが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なも

のとは認められず、申立人の申立期間のうち、平成４年３月から５年11

月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとお

り、４年３月から同年７月までは26万円、同年８月から５年３月までは

32万円、同年４月から同年11月までは18万円に、それぞれ訂正すること

が必要である。 

 

  ２ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）において、標準報酬月額を改定又は決定し、記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の

額を認定することとされている。 

したがって、申立期間のうち、平成４年５月から同年７月までの期

間及び５年４月から同年７月までの期間については、申立人から提出さ

れた給与明細書により、報酬月額又は控除された保険料に見合う標準報

酬月額は事業主が当初社会保険事務所に届け出た標準報酬月額を上回る

ことが確認できることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額につ

いては、４年５月から同年７月までは30万円、５年４月は30万円、同年



 

５月から同年７月までは32万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、申立人の給与明細書において確認できる報酬月額又は保

険料控除額に見合う標準報酬月額と、オンライン記録の標準報酬月額が

長期にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与明細書で確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額を届け出てお

らず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

３ 一方、申立期間のうち、平成３年５月から４年２月までの期間につ

いては、遡及訂正の対象とはなっておらず、申立人が所持する給与明

細書により、報酬月額に見合う標準報酬月額と控除された厚生年金保

険料に見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額は、社会保険事務所

に届け出た標準報酬月額と一致又は下回っていることが確認できるこ

とから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは

行わない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3648 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 12月１日から 39年３月 23日まで 

             ② 昭和 39年３月 23日から 43年９月 26日まで 

私の厚生年金保険被保険者記録に、脱退手当金が昭和 44 年５月 13

日支給と記録されているが、受給した記憶が無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者

期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前にある２

回の被保険者期間がその計算の基礎とされておらず未請求となっており、

申立人が当該被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、申立人は、申立期間に勤務していた事業所を退職した直後の昭和

43 年 10 月１日から平成 11 年４月１日までＡ共済組合に加入しているこ

とを踏まえると、引き続き勤務する意思があったことがうかがえ、申立人

がその当時、脱退手当金を請求する意思を有していたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3649 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 16 年２月１日から同年３月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同

年２月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 32 万円とすることが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期

間のうち、平成 18 年６月は 24 万円、19 年７月及び同年８月は 15 万円、

同年９月から 20 年８月までは 14 万 2,000 円、同年９月及び同年 10 月は

15 万円に訂正する必要がある。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 10 月１日から 16 年３月１日まで 

             ② 平成 16 年３月１日から 20 年 11 月１日まで 

    私は平成 15 年 10 月にＡ社に入社し、20 年 10 月末日まで勤務してい

たが、厚生年金保険の加入記録を確認したところ、被保険者資格の取得

日が 16 年３月１日になっていた。給与明細書を提出するので、加入記

録を訂正してほしい。 

    また、Ａ社における被保険者期間中の標準報酬月額の記録が実際に受

け取っていた給与額に比べて著しく低いので、調査の上、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、雇用保険の加入記録、申立人から提出された



 

 

労働契約書及び給与明細書により、申立人が平成 15 年 10 月からＡ社

に勤務し、申立期間のうち 16 年２月の厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

    なお、資格取得日については、Ａ社における給与の締切日から、平成

16 年２月１日とすることが妥当である。 

    また、当該期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

    したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、平成

16 年２月の給与明細書における報酬月額から、32 万円とすることが妥

当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は申立人の申立てどおりの届出を行っていないこ

とを認めており、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る平成 16 年２月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

    一方、申立期間①のうち、平成 15 年 10 月１日から 16 年２月１日ま

での期間については、申立人から提出された給与明細書によると、保

険料が給与から控除されていないことが確認できる上、複数の元同僚

は「入社後一定期間おいてから厚生年金保険被保険者の資格を取得し

た。」と証言していることから、当該事業所は従業員を入社と同時に

厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、入社から一定期間経過後

に加入させていたことがうかがえる。 

    また、申立人の当該期間における保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、標準報酬月額の相違について申し

立てているところ、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉

控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ



 

 

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

    したがって、当該期間の標準報酬月額については、給与明細書におい

て確認できる保険料控除額から、平成 18 年６月は 24 万円、19 年７月

及び同年８月は 15 万円、同年９月から 20 年８月までは 14 万 2,000 円、

同年９月及び同年 10 月は 15 万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は「当社は既に倒産しており、当時の資料は残っ

ていないため回答できない。」としているが、給与明細書において確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライ

ン記録における標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことか

ら、事業主は給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見

合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料（上記訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

    一方、申立期間のうち、平成 16 年３月から 18 年５月までの期間及び

同年７月から 19 年６月までの期間については、給与明細書において確

認できる報酬月額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンラ

イン記録により確認できる標準報酬月額と同額又は下回る額であるこ

とが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらない

ため、あっせんは行わない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3650 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間

のうち、平成３年 12 月から５年９月までの標準報酬月額の記録を 28 万円

に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 12 月１日から７年７月 16 日まで 

    私は、Ａ社にＢ（職種）として勤務していた期間のうち、申立期間の

標準報酬月額が引き下げられており、当時受け取っていた給与額約 28

万円と大幅に相違している。調査して、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、平成３年 12 月１日から５年 10 月１日までの期間に

ついては、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、当初、

３年 12 月から４年９月までの期間及び同年 10 月からは 28 万円と記録

されていたが、５年３月 29 日付けで、14 万 2,000 円に減額訂正されて

いることが確認できる上、申立人を除く 68 人についても同日付けで標

準報酬月額の記録が遡及して引き下げられている。 

    また、Ａ社の元経理担当取締役は、「当時は業績の悪化が続き、社会

保険料は、数度にわたり支払計画を提出して、分割して支払っていた。

標準報酬月額については、社会保険事務所の担当者の指導により、変更

を届け出た。」と供述しており、当該事業所において厚生年金保険料等

の滞納があったことがうかがえる。 

    これらを総合的に判断すると、当該遡及訂正処理は事実に即したもの

とは考え難く、社会保険事務所において、このような処理を行うべき合

理的な理由は見当たらず、当該処理に係る記録は有効なものと認められ

ないことから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が当初

届け出たとおり、28 万円に訂正することが必要である。 



 

 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、平成５年 10 月１日から７年７月 16 日までの

期間については、申立人は「当時受け取っていた給与の額と大幅に相違

している。」と主張している。 

    しかし、オンライン記録において、申立人の標準報酬月額は、上記遡

及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成５年 10 月１日）で

11 万 8,000 円と記録されており、当該処理について、記録訂正がなさ

れた形跡は無い上、上記遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる

事情は見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言えな

い。 

    また、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

事業主とは連絡が取れず、申立人の当該期間に係る報酬月額及び保険料

の控除について確認することができない上、別の元役員は、「倒産後、

相当期間が経過しているため、当時の資料は保存されていないと思われ

る。」と供述していることから、申立人の当該期間に係る保険料の控除

について確認できない。 

    このほか、申立人の当該期間における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3651 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 11 年８

月から 12 年２月までは 24 万円、同年３月から同年 11 月までは 26 万円に

訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く）を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11 年８月 23 日から 12 年 12 月１日まで 

    私は、Ａ社に勤務し、平成 11 年８月 23 日に当該事業所が厚生年金保

険の適用事業所になったことから厚生年金保険に加入したが、11 年及

び 12 年分の給与所得の源泉徴収票の社会保険料の金額と年金記録の標

準報酬月額が相違しているので調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された

平成 11 年分及び 12 年分の給与所得の源泉徴収票により推認される保険料

額から、11 年８月から 12 年２月までは 24 万円、同年３月から同年 11 月

までは 26 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主に照会したものの回答が得られず、これを確認できる関



 

 

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、源泉徴収票により推認される保険料控除額に見合う報酬月額の届

出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認められない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額を 39 万

5,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 18 年 12 月 25 日 

    私は、年金記録を調べた結果、Ａ（機関）Ｂ事業所に勤務していた期

間のうち、平成 18 年 12 月に支給された賞与が厚生年金保険の記録に反

映されていないことが判明した。銀行口座の取引明細から賞与が支給さ

れたことが確認できるので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ（機関）Ｂ事業所から提出された賞与明細一覧表及び賞与支給明細書

により、申立人は、申立期間において 39 万 5,000 円の標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届

を社会保険事務所（当時）に提出していなかったことを認めていることか

ら、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



 

 

千葉厚年年金 事案 3653 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29 年５月１日から 32 年４月１日まで 

    私は、Ａ事業所に勤務した期間について、年金記録では脱退手当金を

受給したことになっているが、Ａ事業所を退職するときに脱退手当金

を受け取っていない。納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約１年６か月後の昭和 33 年 10 月 21 日に支給決定されたことと

なっており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被

保険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間後の被保

険者期間がその計算の基礎とされておらず未請求となっているが、これを

失念するとは考え難い上、未請求となっている被保険者期間と申立期間で

ある被保険者期間は同一の被保険者番号で管理されているにもかかわらず、

支給されていない期間として存在することは事務処理上不自然である。 

   さらに、申立期間に勤務していた事業所を退職してから、次の事業所に

勤務するまでの期間は短期間であり、申立人がその当時脱退手当金を請求

する意思を有していたとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

千葉国民年金 事案 3634 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年１月から７年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 39 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成元年１月から７年８月まで 

    私は、平成元年に派遣会社に登録後仕事が決まり、国民年金の加入手

続を行った記憶があるが、当時の国民年金保険料の納付状況は全く覚え

ていない。保険料を納付した証明になるようなものも残っていないが年

金記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する年金手帳の「国民年金の記録（１）」欄には、申立期

間が被保険者期間として記載されているが、当該手帳は、平成９年２月

22 日に交付されていることから、申立人が主張する元年頃に加入手続を

行ったことは推認できない。 

   また、申立人が加入手続を行ったと主張する平成元年頃は、９年１月１

日の基礎年金番号制度導入前であり、国民年金の加入手続を行った場合、

国民年金手帳記号番号が払い出されることになるが、申立人が所持する年

金手帳は、厚生年金保険の記号番号が基礎年金番号として付番されている

のみであり、国民年金手帳記号番号の記載は無い上、オンラインシステム

による氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧

調査の結果、申立人に手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

   さらに、申立期間は 80 か月と長期間であり、申立人は申立期間当時の

納付状況を記憶していない上、申立人が保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3635 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 16 年２月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16 年２月 

    私は、平成 16 年２月に会社を退職し、同年３月頃、厚生年金保険か

ら国民年金への切替手続を行った。申立期間の国民年金保険料の納付を

忘れていたところ、手続してから２、３か月後に督促状が届き、申立期

間の保険料を納付したのに、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 16 年３月頃、厚生年金保険から国民年金への切替手続

を行い、２、３か月後に届いた督促状で申立期間の国民年金保険料を納付

したと申述しているところ、オンライン記録によれば、17 年８月 23 日に

申立人の申立期間に係る「未加入期間国年適用勧奨未適用者一覧表（最

終）」が作成されていることから、同日まで申立期間は国民年金に未加入

の期間である上、申立人の申述する督促状とは、国民年金の未適用者に対

する加入勧奨状であったと推認できることから、国民年金保険料を納付す

るために必要な納付書とは考え難く、申立人の申述には不自然さが認めら

れる。 

   また、申立人の所持する年金手帳によると、「国民年金の記録（１）」

欄に記載された申立期間に係る国民年金被保険者の資格取得及び喪失記録

は、平成 18 年８月以降にＡ区役所で追加記入された形跡が見受けられる

ことから、この時点を基準にすると、申立期間の保険料は時効により納付

できない期間である上、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金

手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国

民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 



 

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号制度導入後の期間で

あり、保険料徴収事務の電算化が図られた後である上、14 年４月以降は

保険料収納事務が国に一元化されており、年金記録事務における事務処理

の機械化が一層促進されたことを踏まえると、記録の過誤は考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3636 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年２月から 57 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年２月から 57 年８月まで 

    私は、申立期間当時、子供が小さく健康保険証が必要であったため、

元妻がＡ市Ｂ区役所で私の国民健康保険の加入手続と併せて国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと思うので、年金記録

を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳には国民年金手帳記号番号及び国民年金の被

保険者資格取得等の記載は無く、オンライン記録においても申立人の国民

年金記録が確認できないことから、申立期間は国民年金に未加入の期間で

あり、制度上、国民年金保険料を納付することはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間の保険料納付

の前提となる手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

   さらに、申立人は、国民年金の加入手続について直接関与しておらず、

加入手続及び保険料納付を行ったと主張する申立人の元妻とは連絡が取れ

ないため、申立期間に係る具体的な加入手続状況及び保険料納付状況は不

明である上、その元妻も申立期間は国民年金に未加入である。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3637 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年３月から平成６年５月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年３月から平成６年５月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、母が平成７年頃から、３、４回に

分けて納付しているはずである。申立期間の保険料を納付していた証拠

になる領収書、確定申告書等は保管していないが年金記録を確認してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、申

立人の母が、平成７年７月頃から３、４回に分けて申立期間の保険料を納

付したと主張しているが、この時点では、申立期間の大半にあたる５年５

月以前の保険料は時効により納付することはできない期間である。 

   また、オンライン記録によれば、平成７年８月 29 日以降、平成６年度

から 11 年度の保険料が数次にわたり納付されたことが認められるものの、

申立期間の保険料納付は確認できず、申立期間直後の平成６年６月から７

年３月までの保険料が８年７月 30 日に一括で過年度納付されていること

から、この時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができ

なかった事情がうかがえる。 

   さらに、申立期間は 75 か月と長期間である上、申立期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3638 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年４月から 47 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月から 47 年９月まで 

    私は、20 歳になったら国民年金に加入するものだと親に言われてい

たので、20 歳になったとき、Ａ市役所（当時）で国民年金の加入手続

を行い、毎月同市役所に自分で国民年金保険料を持参し納付しており、

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は 20 歳になった昭和 44 年＊月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料を毎月納付していたと主張しているところ、Ｂ

県において国民年金制度が開始されたのは 45 年４月１日であり、申立人

の国民年金手帳記号番号は 49 年２月 26 日に社会保険事務所（当時）から

Ａ市（現在は、Ｃ市）に払い出された手帳記号番号の一つであることから、

申立人の主張と相違する。 

   また、オンライン記録によれば、申立人が 20 歳になった昭和 44 年＊月

から 45 年３月までの期間が納付済みと記録されているが、同期間は申立

人がＡ市に住所を有していたことから、特別措置により、みなし免除期間

として 63 年５月２日に追加処理された際、申立期間の国民年金の被保険

者資格を遡って取得し、当該みなし免除期間の保険料を平成２年１月 16

日に追納したことが確認できる。このため、当該追加処理が行われた昭和

63 年５月２日時点まで、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制

度上、保険料を納付することができない期間である上、特別措置のみなし

免除の対象ともならない期間である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が



 

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3639 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年９月から 57 年３月までの期間、同年７月から 59 年

３月までの期間及び同年 11 月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年９月から 57 年３月まで 

             ② 昭和 57 年７月から 59 年３月まで 

             ③ 昭和 59 年 11 月から 61 年３月まで 

    私は、国民年金保険料の納付書が送付されてくれば必ず納付していた。

申立期間①、②及び③の保険料をどこで納付したか記憶に無いが、保険

料は納付したはずなので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②については、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和

57 年２月に社会保険事務所（当時）からＡ市に払い出された手帳記号番

号の一つであり、同市の保管する国民年金被保険者名簿によれば、申立人

の国民年金の加入手続が同年６月に行われたことが確認でき、申立期間①

及び②の国民年金保険料はいずれも未納とされており、オンライン記録と

一致している上、加入手続を行った時点では、申立期間①のうち 55 年３

月以前の保険料は時効により納付することはできない期間である。 

   また、申立期間③については、オンライン記録において、申立人は昭和

59 年５月 24 日に厚生年金保険の被保険者資格取得に伴い国民年金の被保

険者資格を喪失し、その後、国民年金の被保険者資格を再取得したのは

61 年４月１日付けで第３号被保険者に該当したことによるものであるこ

とから、申立期間③は国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を

納付することはできない期間である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立期間①、②及び③の保険



 

料納付の前提となる別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

   加えて、申立期間①、②及び③は合計 69 か月と長期間であり、申立人

は、当該期間に係る保険料の納付状況について具体的に記憶していない上、

当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3640 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年４月から６年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月から６年３月まで 

    私は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の免除申請手続の詳細

について記憶は無いが、申立期間は学生であったので、免除申請して

いたはずであり、申立期間が申請免除期間ではなく未納とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の被保険者の資格記録等から、

平成６年５月頃に払い出され、この時点において申立人の国民年金の加入

手続が行われたと推認できる上、申立期間当時の国民年金保険料の申請免

除が承認される期間は、申請のあった日の属する月の前月からとされてお

り、免除申請を遡って承認することはできないことから、加入時点におい

て、同年３月以前の保険料は申請免除の対象とならない。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の免除申請手続に関す

る記憶が曖昧であり、具体的な加入手続及び免除申請手続の状況は不明で

ある上、申立期間の保険料を免除されていたことを示す関連資料（免除申

請書の本人控、免除承認通知書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を免

除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年１月から 56 年３月までの期間、同年８月及び同年

12 月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年１月から 56 年３月まで 

             ② 昭和 56 年８月 

             ③ 昭和 56 年 12 月から 61 年３月まで 

    私がＡ県Ｂ市にいたときに、元義母に勧められ昭和 55 年頃に国民年

金の加入手続を行い、手続からしばらくして、それまで未納であった申

立期間①の国民年金保険料を一括納付したはずである。また、申立期間

②の保険料は、会社を辞めて次の会社に就職するまでの短い期間である

ため定かではないが、納付したはずである。さらに申立期間③の保険料

は、離婚後、市役所に各種手続に行った際に、一括納付すると保険料が

安くなることを知っていたので、まとめて納付をしたはずである。申立

期間①、②及び③が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、元義母に勧められ、昭和 55 年頃に国民年金の加入手続を行

ったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の被保険

者の記録等から、61 年４月頃に払い出され、同時期に申立人の国民年金

の加入手続が行われた際、申立人が 55 年＊月＊日に遡って国民年金の被

保険者資格を取得したものと推認されることから、加入手続を行った時点

では、申立期間①、②及び③のうち 58 年 12 月以前の期間は時効により保

険料を納付することができない期間である。 

   また、申立人は、昭和 55 年頃にＢ市において国民年金の加入手続を行

ったと主張しているが、申立人の所持する年金手帳に記載されている国民

年金の手帳記号番号欄には「Ｃ」の押印があり、最初の住所欄にはＣ市の



 

住所が記載されていることから、申立人がＢ市において加入手続を行った

とは考え難い。 

さらに、オンライン記録において、平成 23 年２月７日に昭和 56 年４月

から同年７月までの期間及び同年８月から同年 11 月までの期間の厚生年

金保険の被保険者記録が判明したことにより、当該厚生年金保険の被保険

者記録に基づき国民年金被保険者の資格の取得及び喪失の記録が新たに追

加されていることが確認できることから、当該資格記録が追加されるまで

は 55 年１月から 61 年３月までの期間は長期にわたる未納期間であったこ

とがうかがえる。 

   加えて、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   また、申立人は申立期間①、②及び③の納付時期、納付場所、納付金額

及び納付方法に関する当時の記憶が定かではなく、加入手続及び保険料納

付に係る具体的な状況は不明である上、申立期間①、②及び③の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほか

に申立期間①、②及び③の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3642（事案 3096 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 41 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 41 年 12 月まで 

    私は、昭和 45 年６月から同年８月頃までに申立期間の国民年金保険

料として３万円ぐらいをまとめて納付したはずであり、申立期間が未加

入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、国民年金手帳、Ａ市の保管する被保

険者名簿及び特殊台帳において、申立期間はいずれも国民年金に未加入の

期間とされ､オンライン記録と一致していることから、制度上、申立期間

の国民年金保険料は特例納付することができない上、申立期間において申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

は見当たらないことなどを理由として、既に当委員会の決定に基づき平成

22 年 12 月 14 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

   今回、申立人は前回の審議結果に納得できないとして再申立てを行って

いるが、申立人は保険料の時効及び追納、国民年金加入時における被保険

者の資格取得日の取扱い並びに所持する国民年金手帳の印紙検認記録欄の

記載に対する疑義について述べているのみであり、新たな資料や情報は提

出されていない。 

   また、申立人の所持する国民年金手帳、被保険者名簿及び特殊台帳には、

申立期間における国民年金被保険者の資格記録を訂正した形跡は無く、国

民年金に未加入の期間である申立期間において特例納付を行ったとは考え

難い。 

   さらに、申立人は申立期間当初は大学生であったと述べているところ、



 

当時の国民年金法においては、学生は国民年金に任意加入の対象とされて

おり、任意加入者は申出に基づき加入する取扱いであることから、遡って

加入することはできない上、申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月

から 40 年 12 月までの期間はＢ共済組合の組合員であり、制度上、国民年

金の被保険者となることができないことから、いずれも特例納付すること

はできない期間である。 

   このほか、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年３月から 49 年 10 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月から 49 年 10 月まで 

    私は、20 歳から国民年金に加入することは知っていたが、加入手続

が遅れてしまい、昭和 49 年 11 月にＡ市役所のＢ課に出向いて加入手続

を行い、申立期間の国民年金保険料を一括して納付したはずであり、申

立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳には、申立人が昭和 49 年 11 月１日にＡ市に

おいて国民年金に任意加入していることが記載されており、当該資格取得

日はオンライン記録、特殊台帳及び被保険者名簿とも一致している上、オ

ンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索シ

ステムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出された

ことをうかがわせる事情は見当たらないことから、当該資格取得日以前の

申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、国民年金保険料を納

付することはできない期間である。 

   また、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3644 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年９月から 50 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年９月から 50 年 12 月まで 

    私は、昭和 48 年８月 31 日に会社を退職し、50 年４月頃にＡ区役所

で国民健康保険に加入した際、職員に勧められて国民年金の加入手続を

行った。時期は定かではないが、年金手帳に記載された国民年金被保険

者の資格取得日が同年４月１日から 48 年９月２日に訂正されたときに、

国民年金保険料の未納分として２万円から３万円を同区役所の年金担当

窓口で納付したはずであり、申立期間が未納とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年４月頃、Ａ区役所で国民健康保険に加入した際、

職員に勧められて国民年金の加入手続を行い、その後、国民年金保険料の

未納分として２万円から３万円を同区役所の年金担当窓口で納付したと述

べているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、53 年１月に社会保険事

務所（当時）からＡ区に払い出された手帳記号番号の一つであり、同年３

月 27 日に任意加入しているその母と連番であることから、申立人の加入

手続は同日に行われたものと推認でき、加入時点において、申立期間は時

効により保険料を納付することができない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3645 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年９月から 37 年 12 月までの期間及び 38 年９月から同

年 10 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年９月から 37 年 12 月まで 

             ② 昭和 38 年９月から同年 10 月まで 

    私は、当時、実家のＡ（業種）及びＢ（業種）を手伝っていたので国

民年金に加入していた。国民年金保険料は母が集金人に納付しており、

集金の度に国民年金手帳に受領印を押してもらったことを記憶してい

る。申立期間①及び②が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金に加入したと主張しているが、Ｃ市の保管する国民

年金被保険者名簿により、申立人は二つの国民年金手帳記号番号の払出し

を受け、後に手帳記号番号の重複取消が行われていることが確認でき、二

つの手帳記号番号は、前後の任意加入者の資格取得日から、昭和 41 年９

月頃及び 51 年４月頃に払い出され、それぞれの時期に国民年金の加入手

続が行われたものと推認できることから、申立人の主張と相違する。 

   また、二つの手帳記号番号における国民年金被保険者の資格取得日は、

昭和 41 年７月２日及び 51 年４月 21 日であり、申立期間①及び②におい

て資格を取得した形跡は無い上、オンラインシステムによる氏名検索及び

国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立期

間①及び②において申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情は見当たらないことから、申立期間①及び②は国民年金

に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間で

ある。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す



 

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①及び②の保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3654（事案 2628 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 38 年５月 31 日から同年６月１日まで 

申立期間については、前回審議の結果通知における判断の理由に、

「９名は、いずれも「申立人を知らない。」と回答しており、申立期間

当時の勤務実態について確認できない。」とあるが、当時の同僚が 47

年以上も前の私の退職日が昭和 38 年５月 30 日か同年５月 31 日かを答

えられるはずもなく、この調査自体に無理がある。私は、同年５月 31

日までＡ社に勤務し、同日までの給料を同日に受け取ったことをはっき

り記憶している。私のＡ社の退職日が同年５月 30 日とされた件につい

て新たな証拠を提出するので、再審議のうえ、厚生年金保険被保険者の

資格喪失日を同年６月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の申立てについては、申立人が氏名を挙げた元同僚２名の情報

について、いずれも姓のみであるため個人を特定することができないこと

から、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間に

被保険者資格を有する 11 名に照会をした結果、回答があった９名はいず

れも「申立人を知らない。」と回答しており、申立人の申立期間当時の勤

務実態について確認できない上、申立期間において事業主により給与から

厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は確認できな

いことから、既に当委員会の決定に基づき、平成 22 年 11 月４日付けで年

金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の申立てに伴う口頭意見陳述において、申立人は、退職日の半月前

に常務に昭和 38 年５月いっぱいで退職すると伝え、同年５月 31 日の給与

支給時に健康保険被保険者証を返還し、給与から保険料が控除されていた



 

記憶がある上、Ｂ社Ｃ駅前のＤ社が翌日に開店するため正装で厚化粧のチ

ンドン屋を目撃したので、Ｂ社Ｃ駅の業務日誌を調べてほしいと主張して

いるが、Ｂ社は、「当時の業務日誌は既に無く、そもそも業務日誌は駅で

の業務上のことを記録することになっており、駅前の商店の開店日等は記

載していない。」と回答している上、Ｄ社では、「申立期間当時Ｃ駅前で

店舗を新規開店した記録が確認できない。」と回答している。 

また、申立人が当時の事情を知る者として挙げた者は、具体的な氏名が

不明であることから、申立人が退職した時期について供述を得ることがで

きない。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人は厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3655 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11 年７月１日から 12 年１月１日まで 

私は、Ａ社にＢ（職種）として雇用され、平成２年に同社へ入社し、

11 年 12 月で退職したが、10 年８月から 11 年６月までの標準報酬月額

は 53 万円であったのに、同年７月から 22 万円へ急落していることは納

得できないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、取締役総務部長であった元同僚は、「申立期間当時、親

会社から、給与等の削減案として、60 歳以上の社員については、在職年

金を併用して給与水準を維持せよとの指示があったと記憶している。高齢

で年棒の高い申立人を含む複数の社員について、報酬月額の引き下げを行

った。」、「申立人については、基本給 20 万円、交通費１万 6,460 円に

下げさせてもらった。」、「引き下げについては、当時の社長が該当する

社員に説明して納得してもらった。」と供述している。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなるが、

上記元同僚から提出された申立人の給与に係る資料及び交通費の額につい

ての供述により、申立期間の報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライ

ン記録と一致している。 

さらに、上記元同僚から報酬月額の引き下げを行ったとして氏名が挙が



 

った複数の元同僚について調査した結果、オンライン記録により、申立人

と同様に平成 11 年７月から標準報酬月額が急落していることが確認でき

るところ、そのうちの一人から提出された申立期間に係る給与明細書にお

いて控除されている保険料は、オンライン記録の標準報酬月額から計算さ

れる保険料額よりも高いことが確認できるが、報酬月額に見合う標準報酬

月額は、オンライン記録と一致している上、別の一人は、「会社から、給

与を大幅に下げると通告があった。その分、公的年金を受給できる人はそ

れで補ってほしいということであった。」と供述している。 

加えて、オンライン記録により、報酬月額の引き下げが行われた申立人

及び上記複数の元同僚の平成 11 年７月１日付けの月額変更届は、いずれ

も同年７月 14 日に処理されていることが確認でき、記録管理に不自然さ

は認められない。 

なお、Ａ社から名称変更したＣ社は、平成 22 年１月 30 日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっており、申立期間当時の関連資料の所在は不明

であることから、申立人の申立期間当時の保険料の控除について確認でき

ない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3656 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年 10 月１日から 36 年３月 31 日まで 

             ② 昭和 38 年 10 月１日から 39 年５月 31 日まで 

             ③ 昭和 46 年 11 月１日から 47 年７月 31 日まで 

私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務し、当時、同社は業績が

右肩上がりに伸びていたので、給料も毎年上昇しており減額することは

なかったが、申立期間において標準報酬月額が下げられている。標準報

酬月額が下がることはなかったので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について、Ｂ社は、「申立期間当時の賃金台帳等の

関係資料は無い。」と回答している上、申立人は、「Ａ社Ｃ工場でＤ

（業務）をしていた。」と供述しているが、当該専務の所在は不明であ

り、申立人は当時の同僚の氏名を記憶していないことから、同僚等に聞

き取り調査を行うことができず、申立人の申立期間①及び②における厚

生年金保険料の控除について確認できない。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 35 年 10 月の定

時改定、申立期間②の標準報酬月額については、38 年 10 月の定時改定

により、それぞれ標準報酬月額が引き下げられているが、申立期間①に

ついてはその６か月後、申立期間②についてはその８か月後に随時改定

手続きが行われ、それぞれ改定前よりも高額の標準報酬月額に改定され

ていることを踏まえると、一時的に標準報酬月額を引き下げなければな

らない報酬月額の変動があったと考えられるところ、Ａ社Ｃ工場に係る

被保険者名簿において、申立の標準報酬月額の記録に不自然な記録訂正



 

がなされた形跡は見当たらない。 

 

２ 申立期間③について、企業年金連合会から提出された中脱記録（厚生

年金基金加入員台帳の写し）により、申立期間③の標準報酬月額は９万

8,000 円であることが確認でき、オンライン記録と一致する。 

また、Ｂ社は、「申立期間当時の賃金台帳等の関係資料は無い。」

と回答していることから、申立人の申立期間③における保険料の控除に

ついて確認できない。 

さらに、昭和 46 年 11 月１日に厚生年金保険法等の一部を改正する

法律（46 年法律第 72 号）に基づき、それまでの標準報酬月額の上限で

あった第 28 級 10 万円（９万 5,000 円以上）を第 28 級９万 8,000 円

（９万 5,000 円以上 10 万 1,000 円未満）から第 33 級 13 万 4,000 円

（13 万円以上）までの６段階に改められているところ、申立人の標準

報酬月額が 47 年８月から第 30 級 11 万円（標準報酬月額 10 万 7,000 円

以上 11 万 4,000 円未満）に随時改定されていること、及び随時改定は

従前の標準報酬月額と２等級以上の差が生じた場合に行われることを踏

まえると、46 年 11 月（上限改定時）の申立人の新たな標準報酬月額は、

第 28 級９万 8,000 円に改定されたと考えることが自然である。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3657 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年 12 月９日から 31 年 12 月 14 日まで 

             ② 昭和 33年６月１日から同年８月１日まで 

             ③ 昭和 33年８月１日から 34年３月８日まで 

             ④ 昭和 59年４月１日から同年８月１日まで 

             ⑤ 昭和 60年 12月１日から 61年４月１日まで 

    私は、申立期間①は、Ａ社に勤務し、毎月60 時間から80時間くらい

の残業を行っていたので、標準報酬月額が低すぎると思う。申立期間②

及び③は、Ｂ社からＣ社に社名は変わっているが、同一場所でＤ（業

種）をしており、給与は２万円と記憶しているのに、標準報酬月額が１

万円となっていることに納得できない。申立期間④及び⑤は、Ｅ（機

関）Ｆ事業所に給与20万円ということで勤務しており、一時的とはいえ、

標準報酬月額が15万円及び16万円に下がっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、当時のＡ社の事業主の所在が確認できないこと

から賃金台帳等の関係資料の所在は不明であり、申立人の厚生年金保険

料の控除について確認できない。 

また、申立人は、元同僚の氏名を記憶していないことから、当該事業

所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、複数の元同僚に照会し

たところ、回答を得られた元同僚２名は、「自分の標準報酬月額は妥当

のような気がする。」旨を供述している。 

さらに、申立人を含め申立期間①に当該事業所に在籍していた従業員

23名の標準報酬月額の推移をみると、標準報酬月額は、ほぼ右肩上がり



 

に推移しており、申立期間①において標準報酬月額の引き下げや遡及訂

正等不自然な記録訂正がなされた形跡はうかがえず、他の元同僚と比較

して、申立人の標準報酬月額のみが低額であるという事情は見当たらな

い。 

このほか、申立人の申立期間①について、その主張する標準報酬月額

に基づく保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

 

  ２ 申立期間②及び③について、元同僚は、「Ｂ社は経営不振で、事業継

続のために従業員をＣ社に引き受けてもらったことから給料は安かっ

た。」と供述している。 

    また、当時の事業主は既に死亡していることから賃金台帳等の関係資

料の所在が不明であり、申立人の申立期間②及び③当時の保険料の控除

について確認できない。 

さらに、オンライン記録により、Ｂ社からＣ社に移籍した申立人を含

む 19 名の標準報酬月額を確認したところ、他の元同僚と比較して、申

立人の標準報酬月額のみが低額であるという事情は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間②及び③について、その主張する標準報

酬月額に基づく保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間④及び⑤について、Ｅ（機関）Ｆ事業所では、「申立人の標

準報酬月額が下がっている理由は不明である。」と回答している上、申

立期間④及び⑤当時の賃金台帳等関連資料は保存されていないことから

申立人の保険料の控除について確認できない。 

また、Ｅ（機関）Ｆ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票

により、申立人の被保険者台帳記号番号の前後 80 名を調査した結果、

申立人以外にも標準報酬月額が下がっている者が９名確認できるところ、

当時の事情について供述が得られた４名のうち、３名は勤務先での深夜

手当が無くなったとの事情があり、１名は過去に記録を確認しており、

「自分の記憶と違う点は無い。」と供述している。 

さらに、申立期間④は昭和 59 年４月の随時改定により、申立期間⑤

は 60 年 12 月の随時改定によりそれぞれ引き下げられているが、いずれ

もその４か月後に随時改定の手続が行われ、それ以前の標準報酬月額に

改定されていることを踏まえると、一時的に標準報酬月額を引き下げな

ければならない報酬月額の変動があったものと考えられる。 

そのほか、申立人の申立期間④及び⑤について、その主張する標準報

酬月額に基づく保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情



 

は見当たらない。 

 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3658 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年 10月から２年９月まで 

    私は、昭和 63 年４月 28 日から平成３年３月 20 日までＡ社に勤務し

ていたが、勤務期間中、給与が下がった記憶が無いのに、元年 10 月か

ら２年９月までの標準報酬月額が 16 万円から 15 万円に下がっているの

で、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成元年 10 月から２年９月までの標準報酬月額の相違につ

いて申し立てている。 

しかし、事業主は、「申立人は準社員で給与は時間給のため、出勤日数、

残業等の多寡により申立人の給与額は変動した。」としており、「昭和

63 年 12 月の歳暮期は多忙で勤務日数、残業等が多かった。それにより、

申立人の平成元年１月の給与支給総額が多くなった上、同月に昇給し、同

月から同年３月までの平均給与月額が 15 万 7,266 円になったので、随時

の報酬月額変更の届出を同年４月に行い、標準報酬月額が 16 万円に改定

となった。その後の同年 10 月の定時決定では同年５月から同年７月まで

の平均給与月額が 14 万 7,533 円になったので、標準報酬月額が 15 万円に

改定となった。」と回答している。 

また、事業主から提出された健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額改

定通知書及び同被保険者標準報酬決定通知書により、平成元年４月の随時

改定に係る標準報酬月額（16 万円）は、同年１月から同年３月までに支

給された各月の給与額（同年１月は 19 万 4,190 円、同年２月は 14 万

6,760 円、同年３月は 13 万 850 円）の平均給与月額 15 万 7,266 円に相当



 

する金額であることが確認できる。 

さらに、平成元年 10 月の定時決定に係る標準報酬月額（15 万円）は、

同年５月から同年７月までの各月に支給された給与額（同年５月は 14 万

4,820 円、同年６月は 14 万 5,560 円、同年７月は 15 万 2,220 円）の平均

給与月額 14 万 7,533 円に相当する金額であることが確認でき、事業主の

回答と符合しており、申立人の標準報酬月額の届出について適正に事務処

理が行われていることが認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3659 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年夏頃から 39 年夏頃まで 

私は、昭和 38 年３月に結婚してＡ県からＢ県に引越し、知人の紹介

で社員としてＣ社で同年夏頃から１年くらい働いた。社員証もあり、当

時、厚生年金保険料を控除されていたのに、当該期間の厚生年金保険の

加入記録が無いことに納得できないので、調査の上、記録を認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された社員証（Ｃ社昭和 38 年８月 29 日発行）及び申立

人が同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間当時に氏

名が確認できる元同僚を覚えていることから、申立人は、申立期間に同社

に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｃ社は既に解散している上、同社の元役員は全員死亡している

ことから、同社の被保険者名簿において、被保険者資格を有する複数の元

同僚に照会したが、連絡の取れた元同僚８人は申立人を覚えておらず、申

立人の厚生年金保険の加入状況及び保険料の控除について確認できない。 

また、上記名簿において、申立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の

整理番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3660 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年５月から 57 年４月１日まで 

    私は、昭和 55 年５月から 57 年３月末日までＡ市役所Ｂ事業所に臨時

職員として勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者記録

が無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   平成 20 年に民間に移管されるまでＡ市役所Ｂ事業所を所管していたＡ

市役所Ｃ局の回答書及び複数の元同僚の証言から、申立人が申立期間にお

いて、Ａ市役所Ｂ事業所に臨時職員として勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ市役所Ｃ局Ｄ（部門）Ｅ（業務）担当は、平成４年４月１日

に厚生年金保険の適用事業所になっており、申立期間は適用事業所になる

前の期間である。 

   また、昭和 58 年４月から 59 年３月まで、別のＡ市立事業所に臨時職員

として勤務していた二人はいずれも、「臨時職員だったときは厚生年金保

険に加入しておらず、正職員となってからは共済に加入した。」と供述し

ている。 

   さらに、申立期間当時のＡ市役所Ｂ事業所の所長は、「当該事業所には

事務職員がおらず、給与計算や社会保険等はＡ市が管理しており、臨時職

員の厚生年金保険の適用状況は不明である。」と回答している上、Ａ市役

所Ｃ局は、「関係文書の保存期限が切れており、申立人の厚生年金保険の

適用状況及び厚生年金保険料の控除については不明である。」と回答して

いることから、申立人の厚生年金保険への加入及び保険料の控除について

確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる



 

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3661 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 22 年５月 23 日から 23 年４月 24 日まで 

私は、昭和 22 年３月に旧制女学校を卒業後、父の友人の紹介でＡ市

にあったＢ省（当時）Ｃ局Ｄ事業所に勤務したが、申立期間に厚生年金

保険に加入していないことは納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｅ省Ｆ局から提出された履歴書により、申立人が昭和 22 年５月 23 日か

ら 23 年４月 24 日までＧ局Ｈ（部門）に勤務していたことは認められる。 

   しかし、国の事業所（５人以上）が厚生年金保険の強制適用対象事業所

とされたのは、昭和 23 年８月１日以降である上、類似する名称でＡ市に

所在した「Ｃ局Ｉ（部門）」は、26 年６月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっており、申立期間は適用事業所になる前の期間である。 

   また、Ｅ省Ｆ局は、「提出した履歴書以外の資料は無く、申立人の厚生

年金保険の適用状況及び厚生年金保険料の控除については不明である。」

と回答しており、申立人の厚生年金保険の適用及び保険料の控除について

確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3662（事案 730 及び 2104 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年９月 10 日から 38 年 10 月 11 日まで 

             ② 昭和 39年 11 月 26日から 40年７月 11日まで 

             ③ 昭和 40 年８月１日から 41 年５月 21 日まで 

    私は、過去２回の申立てに対し、「申立期間に係る脱退手当金を受給

していないものと認めることはできない。」との結論を受け取ったが、

私は脱退手当金を絶対に受け取っていないので、もう一度調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社における申立人の厚生年金

保険被保険者原票に脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記載され

ているとともに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務

処理に不自然さはうかがえないこと、ⅱ）申立期間に係る脱退手当金支給

の３年９か月後に別の厚生年金保険被保険者期間について脱退手当金が支

給されており、これについては申立人も受給したことを認めているところ、

仮に申立期間の脱退手当金が支給されていなければ、この２度目の請求時

に当然申立期間の脱退手当金も併せて請求されるはずであり、そのような

請求内容になっていないということは、申立期間の脱退手当金は既に支給

されたものとして扱われ、２度目の脱退手当金の請求手続から除外された

と考えるのが自然であること、ⅲ）申立人から聴取しても受給した記憶が

無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情が

無いことなどから、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年６月１日付け

及び 22 年７月 14 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

   今回、申立人は、前回及び前々回の審議結果に納得できないとして再々

申立てを行っているが、新たな資料や情報は提出されず、そのほかに当委

員会の当初の決定を変更すべき事情は見当たらないことから、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



 

千葉厚生年金 事案 3663（事案 2541 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年３月 25 日から 37 年１月 31 日まで 

             ② 昭和 37 年３月１日から 39 年 10 月１日まで 

    私は、前回の申立ての結果、年金記録の訂正を行うことはできないと

する通知を受け取ったが、脱退手当金が支給されたとする時期は子育て

に懸命な時期であり、社会保険事務所（当時）に行ったことは無く、脱

退手当金を受け取った事実は無い。委員会の結論に納得できないので、

再度審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されたことを意味する

「脱」の表示が記載されている上、申立人は昭和 39 年 11 月に婚姻して改

姓しているところ、脱退手当金の支給決定の直前の 42 年５月 23 日に氏名

変更が行われていること、ⅱ）厚生年金保険の被保険者資格を 39 年 10 月

１日に喪失した後は、国民年金の強制加入期間であるにもかかわらず、42

年３月まで国民年金保険料を納付しておらず、年金制度に対する意識が高

かったとは考え難い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いという

ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらな

いことなどから、既に当委員会の決定に基づき平成 22 年 10 月 13 日付け

で年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、当時の事業主から送られた結婚式の祝電を提出してい

るが、当該資料をもって申立人が脱退手当金を受給していないことを推認

するには至らず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情は見当たらないことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給

していないものと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年８月 20 日から 39 年６月 26 日まで 

    私は、社会保険事務所（当時）へ年金受給手続に行ったときに、Ａ社

で働いていた期間については、脱退手当金を受給しているので年金は支

給されないと言われた。脱退手当金を受給した記憶は無いので、調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人欄には、脱退手当金

が支給されていることを意味する「脱」の表示が記載されているとともに、

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険の資格喪失日から

約１か月後の昭和 39 年７月 29 日に支給決定され、脱退手当金の支給額に

計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人は、Ａ社における厚生年金保険の被保険者資格を昭和 39

年６月 26 日に喪失した後は、国民年金の強制加入期間であるにもかかわ

らず、国民年金に加入しておらず、年金制度に対する意識が高かったとは

考え難い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3665 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年５月１日から 34 年８月１日まで 

    私は、昭和 30 年５月から 34 年７月末までＡ事業所に勤務していたが、

申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので、厚生年金

保険の記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、厚生

年金保険の文字は二重線で消されている上、同名簿の備考欄には「健保の

み適用」と記載されており、昭和 30 年５月１日に適用となっていること

から、申立期間当時、Ａ事業所は、健康保険の適用事業所となっているこ

とがうかがわれる。 

   また、上記被保険者名簿の申立人欄には健康保険の番号のみが記載され、

厚生年金保険の記号番号が記載されていない。 

   さらに、申立人から氏名の挙がった元同僚２名はいずれもＡ事業所の厚

生年金保険の記録は無い上、元同僚の１名は、「私が入社した時にＡ事業

所の総務課長より健康保険のみに加入するとの説明を受けた。」と供述し

ているところ、上記被保険者名簿においては健康保険の番号のみが記載さ

れている者が多数認められる（同名簿の全加入者（78 名）のうち、オン

ライン記録において、厚生年金保険被保険者資格を有する者は 12 名しか

確認できない。）。 

   加えて、Ａ事業所を継承したＢ（機関）Ｃ事業所は、申立期間当時の賃

金台帳、源泉徴収票等の所在は不明であると回答していることから、申立

人の申立期間当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる



 

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年４月１日から 55 年９月１日まで 

             ② 昭和 57 年３月１日から 63 年６月１日まで 

             ③ 平成８年６月１日から 13 年６月１日まで 

    申立期間①については、私は、昭和 52 年６月から 55 年９月までの期

間、Ａ社に勤務していたのに 53 年４月以降の厚生年金保険の被保険者

記録が無い。申立期間②は、Ｂ社に勤めていた頃に、Ａ社から戻ってほ

しいと言われて、再度同社に勤務したのに全ての期間の被保険者記録が

無い。申立期間③は、Ｃ県Ｄ町（現在は、Ｅ市）に所在したＦ社で、Ｇ

（業務）に従事したが、この間の被保険者記録が無い。申立期間①、②

及び③において正社員としてＧ（業務）の仕事をしていたので、厚生年

金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②については、雇用保険の加入記録により、申立人は、

申立期間①直前の昭和 53 年３月 31 日に離職していることが確認でき、

その翌日（同年４月１日）を資格喪失日とするＡ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者原票（紙記録）の記録と符合する上、同喪失日はオン

ライン記録と一致する。 

    また、元事業主は、「申立人は、１年もいなかった。」と回答してい

るところ、供述が得られた５人のうち、唯一申立人を覚えていた元同僚

もそれを裏付ける供述をしている。 

    さらに、当該事業所は、平成 15 年６月１日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっており、元事業主は「申立期間当時の関係資料は既に処

分した。」と回答していることから、申立人の申立期間①及び②当時の



 

厚生年金保険料の控除について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間①及び②における保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間③については、元同僚は、「私が入社した平成９年８月には

申立人は既にＦ社で勤務していた。私が辞めたのは 14 年 12 月だが、申

立人は私より先に辞めた。私が社会保険等の事務を担当するようになっ

た 12 年３月よりも前に申立人は辞めたかもしれない。」と供述してい

ることから、申立人は、勤務期間は特定できないものの、申立期間③当

時、当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、オンライン記録によると、Ｆ社は、平成 12 年３月 16 日に厚

生年金保険の適用事業所になっていることが確認でき、申立期間③のう

ち８年６月１日から 12 年３月 15 日までの期間は適用事業所になる前の

期間である。 

    また、当該事業所の元事業主は、「厚生年金保険に加入させたのは事

務員と前の代表取締役を含めた３人だけである。」、「その他の者はＨ

（職種）、Ｉ（職種）及びＧ（業務）責任者も含めて社会保険には入れ

ていない。」と回答しているところ、オンライン記録において適用事業

所になった平成 12 年３月に被保険者資格を取得している者は代表取締

役等の４人であり、その後、申立期間③中に厚生年金保険の被保険者資

格取得者はいないことが確認できる。 

    さらに、当該事業所は、平成 18 年４月１日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっており、元事業主は、「当時の資料の所在は不明であ

る。」と回答していることから、申立人の申立期間③当時の保険料の控

除について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間③における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



 

千葉厚生年金 事案 3667 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年４月１日から 26 年 10 月１日まで 

    私は、中学を卒業した後、すぐにＡ社に勤務し、その後、昭和 26 年

10 月に退社し、29 年１月から再度同社に勤務したが、申立期間の厚生

年金保険の被保険者記録が無いので調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が入社後にお世話になったとする元同僚の証言から、勤務期間は

不明であるものの、申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたことは推認

できる。 

   しかし、現在の事業主は、「当社が保管する最も古い厚生年金台帳（昭

和 33 年整理版）において、申立人の資格取得日は昭和 29 年１月４日であ

り、それ以前に申立人が被保険者資格を取得した記録は確認できない。」

と回答している。 

   また、オンライン記録により、申立期間に被保険者資格を取得している

者が４人確認できるが、唯一証言が得られた上記元同僚は、「昭和 23 年

から 26 年までの３年間、Ａ社に勤務していたが、厚生年金保険の加入期

間は 24 年２月６日から同年２月 27 日までとなっており、会社側がどのよ

うな考えでこのような取扱いをしたかは分からない。」と供述している。 

   さらに、申立期間当時の事業主は既に死亡していることから、申立人の

申立期間当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3668 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年１月１日から 33 年 10 月 12 日まで 

    私の妻は、申立期間は、脱退手当金支給期間となっているが、受給し

ていた記憶は無いので、調査の上、厚生年金被保険者期間として認めて

ほしい。 

   （注）申立ては、申立人の夫が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和

34 年２月３日に支給決定されている上、申立人の厚生年金保険被保険者

台帳には脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を、Ａ省

（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されているな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金制度創設前

であり、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、

申立人の夫から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3669 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 11 月１日から６年５月１日まで 

    私の申立期間の標準報酬月額は 20 万円と記録されているが、正しく

は 22 万円であり、給与から 20 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料が控除されていたが、後日、当該差額分の保険料を納入通知書兼納

付書に基づき差額分を事業主に追納したので、標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間については、当初 20 万円の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料が控除されていたが、後日誤りであったことが判明した

ので、22 万円の標準報酬月額に基づく保険料の差額分を事業主に追納し

た。」と主張している。 

   しかしながら、申立人から提出された報酬支給明細書により、平成５年

11 月及び同年 12 月については、報酬月額及び保険料控除額のそれぞれに

見合う標準報酬月額は 20 万円であることが確認でき、オンライン記録と

一致していることから、保険料に差額は発生しないことが確認できる。 

   また、平成６年１月から同年４月までの期間については、報酬支給明細

書により、報酬月額に見合う標準報酬月額は 22 万円であることが確認で

きるが、５年 10 月の定時決定において決定された標準報酬月額は 20 万円

であり、従前の標準報酬月額等級と２等級以上の差が発生しないため、標

準報酬月額の随時改定には該当しない上、保険料控除は 20 万円の標準報

酬月額に見合う控除額であることが確認でき、当該標準報酬月額はオンラ

イン記録と一致している。 



 

   このほか、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に相当する厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



 

千葉厚生年金 事案 3670 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年８月４日から 30 年３月１日まで 

             ② 昭和 30 年４月２日から 31 年６月 15 日まで 

             ③ 昭和 31 年６月 15 日から 32 年４月 28 日まで 

    私が勤務していたＡ社及びＢ社の厚生年金保険の加入期間について、

年金記録では脱退手当金を受給したことになっているが、Ｂ社を退職し

た当時は、脱退手当金制度を知らなかったので、請求手続は行っておら

ず、脱退手当金は受け取っていない。納得できないので、調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の支給記録が記載

されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは

無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後の

昭和 32 年 12 月９日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

   また、申立人の脱退手当金は昭和 32 年 12 月９日に支給決定されている

が、当時は通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保険

者期間がなければ年金は受給できなかったのであるから、申立期間の事業

所を退職後、42 年４月まで厚生年金保険への加入歴が無い申立人が脱退

手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


